
１ 基本事項 

国 内 に お い て 役 務 の 提 供 を 開 始 し た 日 年       月       日   

居

住

形

態 

居
住
者

居 住 者 と な っ た 日 年       月       日   

非

居

住

者 

当初入国年月日 
年   月   日 

  ・   ・ 
在 留 期 間 

年  月  日     年  月  日 

 ・  ・   ～    ・  ・ 

在 留 資 格  相手国の納税者番号   

相手国の納税地  

納 税 管 理 人 
住（居）所                                       

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

                   電話番号                
２ （特定社会）保険料に関する事項 
相手国法人との雇用契約 日 本 で の 就 労 期 間 課税の特例を受けることができる事情の詳細 

有  ・  無 
年  月  日     年  月  日 

 ・  ・   ～    ・  ・  

 

(特定社会)保険料 

種 類  
(特定社会)保険料の支払(控除)金額 ① 

円 

( 特 定 社 会 ) 保 険 料 の 上 限 
(計算方法は、裏面を参照してください。) 

② 
 

支払(控除)
年 月 日 

  年  月  日 特例の対象となる(特定社会)保険料の額 
(①と②とのいずれか少ない方の金額) 

③ 
 

(特定社会)保険料 

の金額の計算の基

礎となった所得 

種 類  期間 

 年   月   日 

・   ・ 

～   ・   ・ 

所 得 の 金 額 ④ 円 

④に対する所得税及び 
復興特別所得税の源泉徴収税額 ⑤  

支 払 者 

住 ( 居 ) 所 
又 は 所 在 地  

氏名又は名称  

 
３ 還付に関する事項（実特法第５条の２第５項の規定による還付を受けようとする場合にのみ記入します。） 

２③×20.42％ ⑥ 
円 還 付 請 求 金 額 

（２⑤と⑥のいずれか少ない方の金額） 
⑦ 

円 

 

還付される税金の受取場所 

（ 銀 行 等 の 預 金 口 座 に 振 込 み を 希 望 す る 場 合 ） (ゆうちょ銀行の口座に振込みを希望する場合) 
 

貯金口座の 

記号番号       －         
銀 行 
金庫・組合 
農協・漁協 

 
本店・支店 
本所・支所 
出張所 ( 郵 便 局 等 の 窓 口 受 取 り を 希 望 す る 場 合 ) 

 

                       預金種類  口座番号  

 

関与税理士 

 

（ＴＥＬ    -    -    ）

 税
務
署
整
理
欄 

通信日付印の年月日 確 認 整 理 番 号   一連番号 

年  月  日             
                

 番号確認身元確認 確 認 書 類  

 □ 済 
□ 未済 

個人番号カード／通知カード・運転免許証 

その他（              ） 
   
            

   

（
平
成
二
十
七
年
分
以
降
用
） 

 

 

        税務署長 

住（居）所

(〒    －     ) 
電話 
番号 

 

    年    月    日提出 

フ リ ガ ナ

氏 名  性別 
 

生年 
月日   年  月  日 

 

個 人 番 号

 

国籍 
 

税務署受付印 保険料を支払った場合等の課税の特例の届出書 
保険料を支払った場合等の課税の特例の還付請求書 

   
            



書  き  方 
  

１ この届出書は、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（以下「実特法」といいます。）（（保

険料を支払った場合等の課税の特例））の規定の適用を受ける場合に、所得税及び復興特別所得税の確定申告書又は所得税法 172 条第

１項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第 17 条第５項の規定による

申告書（以下「172 条申告書」といいます。）に添付します。確定申告書の提出を要しない場合であっても、この特例の適用を受けよ

うとする場合は、この届出書を提出期限までに添付書類とともに所管税務署長に提出します。 

また、実特法第５条の２第５項の規定による所得税及び復興特別所得税の還付を受けようとする場合に、還付請求書として使用し

ます。 
 
２ 使用する内容に応じて、標題の                           のいずれかを抹消します。 

 

その他の各欄は次により記入します。 

 ⑴ 「１ 基本事項」の各欄 

   「居住形態」欄の各欄には居住形態の区分に応じて、「居住者」欄又は「非居住者」欄のいずれかの項目について記入します。 

  非居住者の方がこの届出書を 172 条申告書と併せて提出する場合は、「当初入国年月日」、「在留期間」及び「在留資格」の各欄の

記入を省略して差し支えありません。「相手国の納税地」欄には、特定社会保険料（実特法第５条の２の２第３項に規定する特定社

会保険料をいいます。以下同じです。）の金額の計算の基礎となった給与等に係る条約相手国における納税地を記入し、「相手国の

納税者番号」欄には、その条約相手国において納税者番号を有する場合にその番号を記入します。また、納税管理人を定めている

場合（この届出書とは別に届出が必要です。）は、「納税管理人」欄にその納税管理人の氏名、住所又は居所及び電話番号を記入し

ます。 

 ⑵ 「２ （特定社会）保険料に関する事項」の各欄 

   保険料（実特法第５条の２の２第１項に規定する保険料をいいます。以下同じです。）又は特定社会保険料（以下「（特定社会）

保険料」といいます。）について記入します。 

   条約相手国内に事業所を有する雇用者により派遣される方は、「相手国法人との雇用契約」欄の「有」を、それ以外の方は「無」

をそれぞれ○を囲みます。「日本での就労期間」欄には、その雇用者のために日本で就労する期間を記入します。「課税の特例を受

けることができる事情の詳細」欄には、適用される租税条約の条項や（特定社会）保険料に関する参考となるべき事項を記入しま

す。（特定社会）保険料の「種類」及び「支払（控除）年月日」の各欄に書ききれない場合は、下の表に記入するか、適宜の用紙に

記載したものを併せて提出しても差し支えありません。 

種類          

 支払(控除） 

年 月 日 
        

 

金額          

※ （特定社会）保険料の支払（控除）金額は、外貨により支払を行った場合には、原則として当該支払を行った日の対顧客直物電

信売相場と対顧客直物電信買相場の中値によって換算しますが、本邦通貨により外貨を購入し直ちに支払を行った場合には支出した

本邦通貨の額として差し支えありません。 
 

「（特定社会）保険料の支払（控除）金額（①）」欄に、支払(控除）保険料の合計額を、「（特定社会）保険料の上限（②）」欄は次

の算式により計算した金額をそれぞれ記入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜居住者の方＞ 「特例の対象となる（特定社会）保険料の額（③）」欄の額を、確定申告書第二表「社会保険料控除」の「支払保

険料」欄に転記し、「社会保険の種類」欄には「届出書のとおり」と記入します。 

＜総合課税により確定申告する非居住者の方＞ 特定社会保険料の金額の計算の基礎となる給与等の収入金額から給与所得控除額

及び特例の対象となる（特定社会）保険料の額（③）」欄の額を控除した残額を給与所得の金額として確定申告書に記入します。 

＜172 条申告書を提出する非居住者の方＞ 172 条申告書の「収入金額の合計」欄の下段に、収入金額の合計額をかっこ書きし、上

段に収入金額から「特例の対象となる（特定社会）保険料の額（③）」欄の額を控除した後の額を記入します。 

⑶ 「３ 還付に関する事項」の各欄 

還付請求書として使用する場合にのみ使用します。「還付の受取場所」は、納税管理人の届出をしている場合は、納税管理人の名

義の口座を記入します。 
 

３ この届出書には、次の⑴（還付請求書として提出する場合は⑴及び⑵）の書類を添付する必要があります（添付する書類が外国語

で作成されている場合はその翻訳文も併せて添付してください。）。 

⑴ 条約相手国の社会保障制度に係る（特定社会）保険料について特例の適用を受ける場合・・・・・条約相手国の社会保障制度に係

る権限ある機関のその社会保障制度に係る法令の適用を受ける旨の証明書（適用証明書）及びその（特定社会）保険料の金額を証す

る書類 

⑵ 給与等につき源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の額を明らかにする書類等 
 

４ この届出書は確定申告書等に添付して、それぞれの確定申告書等の提出期限までに住所地等の所管税務署に提出します（確定申告

書の提出を要しない場合でも、この特例の適用を受けようとするときは、適用を受けようとする年分の翌年３月 15 日までにこの届出

書を提出します。）。 

  なお、還付請求書として提出する場合には、この特例の適用を受けようとする年分の翌年の 1 月 1 日（同日前に特定社会保険料の

総額が確定した場合にはその確定した日）以後、住所地等の所轄税務署に提出します。 

※ この届出書又は還付請求書を提出する際には、①個人番号（12桁）の記載及び②届出又は請求をする方の本人確認書類の提示又は写

しの添付が必要となります。 

（特定社会）保険料の上限 ＝ （イ＋ロ＋ハ＋ニ）×保険料の金額の基礎となった期間の月数 

 イ 厚生年金保険法の最高等級の標準報酬月額注１×保険料率注 2×１／２ 

 ロ 厚生年金保険法の標準賞与額の限度額注 3×保険料率注 2×１／２×３÷12 

 ハ 健康保険法の最高等級の標準報酬月額注 4×保険料率注 5×１／２ 

 ニ 健康保険法の標準賞与額の限度額注 6×保険料率注 5×１／２÷12 

(注）１ 厚生年金保険法第 20 条第 1項に規定する標準報酬月額 

２ 厚生年金保険法第 81 条第４項の表のうち、その年の 12 月の属する月分に応じて定められた保険料率 

３ 厚生年金保険法第 24 条の 4第 1項後段の規定より定められる標準賞与額の限度額 

４ 健康保険法第 40 条第 1項に規定する標準報酬月額 

５ 健康保険法第 160 条第１項の規定により一般保険料率として決定される率のうち最も高い率 

６ 健康保険法第 45 条第 1項ただし書の規定より定められる標準賞与額の限度額 

「保険料を支払った場合等の課税の特例の届出書 
 保険料を支払った場合等の課税の特例の還付請求書」  

 


